
大和市告示第１８７号 

 大和市地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金交付要綱を次のように定める。 

  平成２８年９月２０日 

大和市長 大 木  哲   

 

大和市地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大和市内に公的介護施設等（地域における医療及び介護の総合的な確保の促

進に関する法律（平成元年法律第６４号）第２条第３項に規定する公的介護施設等をいう。以下

同じ。）を整備する事業者に対し、当該整備に係る費用について予算の範囲内において補助金を交

付することにより、公的介護施設等の整備を促進し、もって介護基盤及び高齢者福祉の充実を図

るため、神奈川県地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金交付要綱（平成２７年７月

２８日施行。以下「県基金要綱」という。）及び大和市補助金交付規則（昭和４２年大和市規則

第２１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象事業） 

第２条 補助の対象となる事業は、別表第１に掲げる事業であって、大和市高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画に基づいて選定された事業者による事業及び特に整備が求められるもの（以下

「補助事業」という。）とする。 

（補助対象費用） 

第３条 補助の対象とする費用（以下「補助対象費用」という。）は、別表第１に掲げる事業区分

に応じ、同表費用の欄に定める費用とする。ただし、神奈川県が定める地域密着型サービス等整

備助成事業費補助金実施要領（平成２７年７月２８日施行。以下「整備補助金要領」という。）

及び施設開設準備経費等支援事業費補助金実施要領（平成２７年７月２８日施行。以下「開設準

備補助金要領」という。）に基づく補助事業の対象となるものに限る。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、別表第１に掲げる事業区分に応じ、同表基準額の欄に定める額又は補助対

象費用のうち現に要した額のいずれか少ない方の額とする。ただし、県基金要綱に基づき本市が

交付を受けた額を限度とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り

捨てるものとする。 



（交付申請） 

第５条 別表第１、１の項に掲げる地域密着型サービス等整備助成事業の補助金の交付を受けよう

とする者（以下「申請者」という。）は、規則第４条に規定する書類のほか次に掲げる書類を添

えて、市長に提出するものとする。 

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業費補助金申請額算出内訳 

(2) 整備事業に係る基本情報 

(3) 建設用地の都市計画法（昭和４３年法律第１００号）又は建築基準法（昭和２５年法律第

２０１号）以外の法令に基づく制限 

(4) 建設用地の地番、面積等 

(5) 総事業費見積額及び財源計画 

(6) 資金収支計画表 

(7) 建物の配置図、平面図、立面図、工事工程表、各部屋面積表及び工事仕様書 

(8) 工事費目別内訳書 

(9) 事業費に関する見積書の写し 

(10) その他市長が必要と認める書類 

２ 別表第１、２の項に掲げる施設開設準備経費等支援事業の申請者は、規則第４条に規定する書

類のほか、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。 

(1) 施設開設準備経費等支援事業費補助金申請額算出内訳 

(2) 事業計画書 

(3) 事業費に関する見積書の写し 

(4) その他市長が必要と認める書類 

３ 申請者は、前２項の規定により申請をするに当たり、消費税及び地方消費税を補助対象費用と

する場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象費

用に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規

定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象費用に占め

る補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して申請しなければならない。た

だし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでな

いものについては、この限りでない。 

（交付決定） 

第６条 市長は、規則第５条の規定による審査の上、交付しないときは補助金不交付決定通知書に



より申請者に通知するものとする。 

（指示事項） 

第７条 市長は、規則第６条第２項の必要な条件又は指示事項として、次に掲げる事項を付するも

のとする。 

(1) 事業を行うために締結する契約の方法は、原則として一般競争入札によるものとする。 

(2) 補助金交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業の内容を変更し、

中止し、又は廃止する場合（軽微な変更を除く。）においては、あらかじめ市長の承認を受け

なければならない。 

(3) 補助事業者は、補助金の交付を受けた補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及

びその従物並びに取得価格又は効用の増加価格が単価３００，０００円以上の機械及び器具に

ついては、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸

し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数

等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める期間を経過した場合は、この限りで

ない。 

(4) 市長は、補助事業者が市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、

その収入の全部又は一部を納付させることができる。 

(5) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完

了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らな

ければならない。 

(6) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結する契約において、その契約の相手方が

当該工事を一括して第三者に請け負わせてはならない。 

(7) 補助対象費用について、重複して他の法律又は予算制度に基づく国又は県の負担又は補助を

受けてはならない。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、別表第１、１の項に掲げる地域密着型サービス等整備助成事業に係る補助

事業が完了したときは、規則第１０条に規定する書類のほか次に掲げる書類を添えて、速やかに

市長に実績報告をしなければならない。 

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業費補助金精算額算出内訳 

(2) 補助対象事業に係る契約書等の写し 

(3) 補助対象事業に係る領収書の写し 



(4) その他市長が必要と認める書類 

２ 補助事業者は、別表第１、２の項に掲げる施設開設準備経費等支援事業に係る補助事業が完了

したときは、規則第１０条に規定する書類のほか次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に実績

報告をしなければならない。 

(1) 施設開設準備経費等支援事業費補助金精算額算出内訳 

(2) 事業実績書 

(3) 補助対象事業に係る契約書等の写し 

(4) 補助対象事業に係る領収書の写し又は人件費の支出が確認できる書類 

(5) 購入した機器及び器具等の写真 

(6) その他市長が必要と認める書類 

３ 補助事業者は、消費税及び地方消費税を補助対象費用とする場合にあっては、規則第１０条に

規定する書類を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

を補助金額から減額して報告しなければならない。ただし、当該書類の提出時において当該補助

金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りで

ない。 

（補助金額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときはその内容を審査し、適当と認めるとき

は補助金の交付額を確定して、補助金交付額確定通知書により補助事業者へ通知するものとする。 

（請求及び交付の時期） 

第１０条 前条の規定により補助金の額が確定したときは、補助事業者は速やかに市長に請求書を

提出するものとする。 

２ 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１１条 補助事業者は、消費税及び地方消費税を補助対象費用とする場合にあっては、第８条第

１項又は第２項の書類を提出した後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税仕入控除税額報告書により、速やかに市長に対

して報告しなければならない。ただし、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一

支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消

費税及び地方消費税の申告を行う場合は、その課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うも

のとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定による報告後に、速やかに当該補助金に係る消費税及び地方消費税



に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に返還しなければならない。 

（書類の整備等） 

第１２条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他の証拠書類を備

え、当該証拠書類を事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受

けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。この場合において、証拠

書類等の保管期間が満了する前に補助事業者が解散するときは、その権利義務を承継する者（権

利義務を承継する者がいない場合は市長）に当該証拠書類等を引き継がなければならない。 

（様式） 

第１３条 この要綱で使用する様式は、整備補助金要領、開設準備補助金要領及び規則に定めるほ

か、別表第２に掲げるとおりとし、その内容は別に定める。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、公表の日から施行する。 

 （大和市地域密着型サービス施設等整備費補助金交付要綱の廃止） 

２ 大和市地域密着型サービス施設等整備費補助金交付要綱（平成２１年大和市告示第２３号）は、

廃止する。 



別表第１（第２条関係） 

事業区分 
基準額 費用 

 施設種別 

１ 県基金要綱別表１に掲げる地域密着型サービス

等整備助成事業のうち次の各号に掲げる施設に

係るもの 

県基金要綱第３条

に基づき算出され

る額 

県基金要綱別表３

(1)の表に定める補

助対象経費 

 (1)地域密着型特別養護老人ホーム 

(2)認知症高齢者グループホーム 

(3)小規模多機能型居宅介護事業所 

(4)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

(5)看護小規模多機能型居宅介護事業所 

２  基金要綱別表１に掲げる施設開設準備経費等支

援事業のうち次の各号に掲げる施設に係るもの 

県基金要綱別表３

(2)の表に定める補

助対象経費  (1)地域密着型特別養護老人ホーム 

(2)認知症高齢者グループホーム 

(3)小規模多機能型居宅介護事業所 

(4)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

(5)看護小規模多機能型居宅介護事業所 

  



別表第２（第１３条関係） 

様式番号 様式の名称 関係条文 

第１号様式 補助金不交付決定通知書 第６条 

第２号様式 補助金交付額確定通知書 第９条 

第３号様式 消費税仕入控除税額報告書 第１１条 

 


